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新旧対照表 
※ 下線部分が変更部分 

新 旧 
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置) (建築物を新築する場合の駐車施設の附置) 

第4条 別表第1の(1)の項に掲げる面積が2,000平
方メートルを超える建築物を新築しようとす

る者は、同表の(2)の項に掲げる建築物の部分

の床面積をそれぞれ同表の(3)の項に掲げる面

積で除して得た数値を合計した数値(建築物の

延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の面積

を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分

の面積を含む。以下同じ。)が6,000平方メート

ルに満たない場合にあっては、当該合計した

数値に同表の(4)の項に掲げる式により算出し

て得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以

下の端数があるときは、切り上げるものとす

る。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当

該建築物又は当該建築物の敷地内に設置しな

ければならない。 

第4条 法第20条第1項に規定する特定用途(以下

「特定用途」という。)に供する部分(以下「特

定部分」という。)の延べ面積が1,500平方メー

トルを超える建築物を新築しようとする者

は、別表に定めるところにより算定した規模

以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又

はその敷地内に設置しなければならない。 

(建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車

施設の附置) 
 

第4条の2 特定用途(法第20条第1項に規定する

特定用途をいう。以下同じ。)に供する部分の

床面積及び戸数(共同住宅の用途に限る。以下

この条において同じ。)が、別表第2の(1)の項

に掲げる床面積及び戸数を超える建築物を新

築しようとする者は、同表の(2)の項に掲げる

建築物の部分の床面積(共同住宅の用途にあっ

ては、戸数)をそれぞれ同表の(3)の項に掲げる

面積(共同住宅の用途にあっては、戸数)で除し

て得た数値を合計した数値(建築物の延べ面積

が6,000平方メートルに満たない場合にあって

は、当該合計した数値に同表の(4)の項に掲げ

る式により算出して得た数値を乗じて得た数

値とし、小数点以下の端数があるときは、切

り上げるものとする。)の台数(10台を超える場

合は10台)以上の規模を有する荷さばきのため

の駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷

地内に設置しなければならない。ただし、当

該建築物の構造又は敷地の位置、規模等から

荷さばきのための駐車施設を設置することが

著しく困難であると市長が認める場合におい

ては、この限りでない。 

 

2 前項の規定により設置しなければならない荷

さばきのための駐車施設の台数は、前条の規

定により設置しなければならない駐車施設の

台数に含めることができる。 

 

  

参考資料 



8 
 

(建築物の新築の場合の自動二輪車のための駐

車施設の附置) 
 

第4条の3 特定用途(共同住宅を除く。)に供する

部分の床面積が、2,000平方メートルを超える

建築物を新築しようとする者は、別表第3の(1)
の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞ

れ同表の(2)の項に掲げる面積で除して得た数

値を合計した数値(建築物の延べ面積が6,000平
方メートルに満たない場合にあっては、当該

合計した数値に同表の(3)の項に掲げる式によ

り算出して得た数値を乗じて得た数値とし、

小数点以下の端数があるときは、切り上げる

ものとする。)の台数以上の規模を有する自動

二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3
条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二

輪車のうち、側車付きのものを除いたものを

いう。以下同じ。)のための駐車施設を当該建

築物又は当該建築物の敷地内に設置しなけれ

ばならない。 

 

(大規模な事務所の特例) (建築物を増築する場合の駐車施設の附置) 
第5条 事務所の用途に供する部分の床面積が1

0,000平方メートルを超える建築物を新築しよ

うとする者については、当該事務所の用途に

供する部分の床面積のうち、10,000平方メー

トルを超え50,000平方メートルまでの部分の

床面積にあっては0.7を、50,000平方メートル

を超え100,000平方メートルまでの部分の床面

積にあっては0.6を、100,000平方メートルを

超える部分の床面積にあっては0.5をそれぞれ

乗じて得た面積の合計に10,000平方メートル

を加えた面積を当該事務所の用途に供する部

分の床面積とみなして、前3条の規定を適用す

る。 

第5条 特定部分の延べ面積が1,500平方メート

ルを超える建築物について特定部分に係る増

築をし、又は特定部分の延べ面積が1,500平方

メートルを超えることとなる増築をしようと

する者については、当該増築後の建築物(当該

建築物にこの条例が施行された日又は当該建

築物の敷地が駐車場整備地区として定められ

た日から起算して6月を経過した日(以下「適

用日」という。)前に新築、増築又は用途の変

更(以下「新築等」という。)に着手した特定部

分があるときは当該部分を除く。)をすべて新

築とみなして前条の規定を適用する。 

(大規模な共同住宅の特例)  
第5条の2 共同住宅の用途に供する部分の戸数

が400戸を超える建築物を新築しようとする者

については、当該共同住宅の戸数のうち、400
戸を超え800戸までの部分の戸数にあっては0.
5を、800戸を超える部分の戸数にあっては0.2
5をそれぞれ乗じて得た戸数の合計に400戸を

加えた戸数を当該共同住宅の戸数とみなし

て、第4条の2の規定を適用する。  

 

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施

設の附置) 
(建築物の用途を変更する場合の駐車施設の附

置) 
第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物

の部分の用途の変更で、当該用途の変更によ

り特定用途に供する部分の床面積が増加する

こととなるもののために法第20条の2に規定す

る大規模の修繕又は大規模の模様替をしよう

第6条 特定部分の延べ面積が1,500平方メート

ルを超える建築物について用途の変更をし、

又は特定部分の延べ面積が1,500平方メートル

を超えることとなる用途の変更をしようとす

る者については、当該用途の変更後の建築物
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とする者は、当該増築又は用途の変更後の建

築物を新築した場合において第4条から前条ま

での規定により設置しなければならない駐車

施設の規模から、当該増築又は用途の変更前

の建築物を新築した場合においてこれらの規

定により設置しなければならない駐車施設の

規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築若

しくは用途の変更に係る建築物又は当該建築

物の敷地内に設置しなければならない。 

(当該建築物に適用日前に新築等に着手した特

定部分があるときは、当該部分を除く。)をす

べて新築とみなして第4条の規定を適用する。 

  
(駐車の用に供する部分の規模) (駐車施設の構造等) 

第8条 第4条、第5条又は第6条の規定により設

置しなければならない駐車施設のうち自動車

の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1
台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル

以上とし、自動車を安全に駐車させ、かつ、

円滑に出入りさせることができるものとしな

ければならない。 
 

第8条 第4条から第6条までの規定により設置す

る駐車施設は、駐車の用に供する部分が駐車

台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行き5メ
ートル以上で、自動車が安全に駐車し、円滑

に出入することができるものとしなければな

らない。ただし、特殊の形態又は特殊の装置

を用いる駐車施設で、市長が有効かつ安全に

駐車できると認めたものについては、この限

りでない。 
2 前項の規定にかかわらず、第4条、第5条又は

第6条の規定により設置しなければならない駐

車施設の台数(以下この項において「附置義務

台数」という。)に0.3を乗じて得た台数(小数

点以下の端数があるときは、切り上げるもの

とする。)に係る自動車の駐車の用に供する部

分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メー

トル以上とし、かつ、そのうち少なくとも次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定める数については、不特定かつ多数の者

が利用し、又は主として高齢者、障害者等が

利用する利用居室までの経路ができるだけ短

くなる位置に設置される車椅子使用者が円滑

に利用することができる駐車施設として、幅3.
5メートル以上、奥行6メートル以上、はり下

の高さ2.3メートル以上としなければならな

い。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状

態から市長がやむを得ないと認める場合は、

この限りでない。 

 

(1) 附置義務台数が200以下の場合 当該台数

に100分の2を乗じて得た数(小数点以下の端

数があるときは、切り上げるものとする。) 

 

(2) 附置義務台数が200を超える場合 当該台

数に100分の1を乗じて得た数(小数点以下の

端数があるときは、切り上げるものとす

る。)に2を加えた数 

 

3 第4条の2又は第5条から第6条までの規定によ

り設置しなければならない荷さばきのための

駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部
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分の規模は、幅3メートル以上、奥行き7.7メ
ートル以上、はり下の高さ3.2メートル以上と

し、自動車を安全に駐車させ、かつ、円滑に

出入りさせることができるものでなければな

らない。ただし、当該建築物の構造又は敷地

の状態から市長がやむを得ないと認める場合

は、この限りでない。 
4 前項本文の規定にかかわらず、第4条の2又は

第5条から第6条までの規定により設置しなけ

ればならない荷さばきのための駐車施設の台

数に0.4を乗じて得た台数(小数点以下の端数が

あるときは、切り捨てるものとする。)に係る

自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.
5メートル以上、奥行6メートル以上とするこ

とができる。 

 

5 第4条の3、第5条又は第6条の規定により設置

しなければならない自動二輪車のための駐車

施設のうち、自動二輪車の駐車の用に供する

部分の規模は、駐車台数1台につき幅1メート

ル以上、奥行2.3メートル以上とし、自動二輪

車を安全に駐車させ、かつ、円滑に出入りさ

せることができるものとしなければならな

い。ただし、当該建築物の構造又は敷地の状

態から市長がやむを得ないと認める場合は、

この限りでない。 

 

(特殊の装置)  
第8条の2 第4条、第4条の3、第5条又は第6条

の規定により設置しなければならない駐車施

設において特殊の装置を用いる場合は、駐車

場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規

定する特殊の装置として国土交通大臣が認定

したものと同等の安全性を有するものとし、

前条第1項、第2項及び第5項の規定は、適用し

ない。 

 

(駐車施設の附置の特例) (駐車施設の附置の特例) 
第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施

設を設置しなければならない者が、当該建築

物の構造若しくは敷地の状態により市長がや

むを得ないと認める場合又は交通の安全及び

円滑化若しくは土地の有効な利用に資するも

のとして市長が認める場合において、当該建

築物の敷地からおおむね300メートル以内の場

所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又

は当該建築物の敷地内に設置したものとみな

す。 

第9条 第4条から第6条までの規定により駐車施

設を設置しなければならない者が、当該建築

物の構造又は敷地の状態により市長がやむを

得ないと認める場合において、当該建築物の

敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐

車施設を設けたときは、当該建築物又は当該

建築物の敷地内に設置したものとみなす。 

2 前項の規定により駐車施設を設けようとする

者は、駐車施設の位置、規模、構造等につい

て、あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた事項を変更する場合も

2 前項の規定により駐車施設を設けようとする

者は、駐車施設の位置、規模及び構造につい

て、あらかじめ市長の承認を受けなければな

らない。承認を受けた事項を変更する場合も
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同様とする。 同様とする。 
 (設置の届出)  (届出) 
第10条 略 第10条 略 

(廃止の届出)  
第10条の2 第4条から第6条までの規定により駐

車施設を設置した者は、当該駐車施設を廃止

したときは、10日以内に、市長に届け出なけ

ればならない。 

 

(適用除外) (適用除外) 
第11条 次の各号のいずれかに該当する建築物

については、第4条から第6条までの規定は、

適用しない。 

第11条 次に掲げる者については、第4条から第

6条までの規定は、適用しない。 
 

 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条
に規定する仮設建築物 

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条
に規定する仮設建築物の新築等をしようと

する者 
 (2) 市長が特に駐車施設を必要としないと認

めた建築物 
(2) この条例の施行後新たに定められた駐車

場整備地区において、当該地区に定められ

た日から起算して6月を経過した日前に建築

物の新築等に着手しようとする者 
2 新たに駐車場整備地区に指定された区域内に

おいて、当該地区に指定された日から起算し

て6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変

更の工事に着手した者については、第4条から

第6条までの規定にかかわらず、当該地区の指

定前の例による。 

 

(駐車施設の管理) (駐車施設の管理) 
第12条 略 第12条 略 
2 第8条の2の規定により特殊の装置を用いる駐

車施設の所有者又は管理者は、当該特殊の装

置の保守点検を定期的に行わなければならな

い。 

 

  
(措置命令) (措置命令) 

第14条 市長は、第4条から第6条まで、第8条又

は第12条の規定に違反した者に対して、相当

の期限を定めて、駐車施設の設置、原状回復

その他当該違反を是正するために必要な措置

をとることを命ずることができる。 

第14条 市長は、第4条、第5条、第6条、第8条
又は第12条の規定に違反した者に対して、相

当の期限を定めて、当該違反を是正するため

に必要な措置をとることを命ずることができ

る。 
(罰則) (罰則) 

第15条 前条の規定に基づく市長の命令に従わ

なかった者は、50万円以下の罰金に処する。 
第15条 前条の規定に基づく市長の命令に従わ

なかった者は、10万円以下の罰金に処する。 
2 第13条第1項の規定による報告を怠り、若し

くは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは

忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。 

2 第13条第1項の規定による報告を怠り、若し

くは虚偽の報告をし、又は同項の規定による

検査を正当な理由なく拒み、妨げ、若しくは

忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。 
3 第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚

偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処
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する。 
(両罰規定) (両罰規定) 

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為

をしたときは、その行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても同条の刑を科する。 

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又

は人の業務に関し、前条の違反行為をしたと

きは、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対しても同条の刑を科する。 
  
別表第1(第4条関係) 別表(第4条関係) 
(1) 特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分

の床面積と特定用途以外の用途(以下「非

特定用途」という。)に供する部分の床面

積に2分の1を乗じて得たものとの合計 
(2) 百貨店

その他

の店舗

の用途

に供す

る部分 

事務所

の用途 

に供す

る部分 

特定用

途(百貨

店その

他の店

舗、事

務所及

び共同

住宅を

除く。)

に供す

る部分 

非特定用

途に供す

る部分 

          (3) 300 平

方メー

トル 

400 平

方メー

トル 

400 平

方メー

トル 

900 平方

メートル 

      (4)     2,000平方メートル×(6,000平 
方メートル―延べ面積) 

1 ―  
   6,000 平方メートル×(1)に掲げる

面積―2,000平方メートル×延べ面

積 
 
 
 

 

 

 
 

特定

用途

の種

類 

特定部分の

延べ面積 
駐車施設の規模 

業務

系用

途 

1,500平方メ

ートルを超

え、5,000平
方メートル

以下の部分 

延べ面積が

1,500平方メ

ートルを超

える部分の

面積につい

て 

250平方

メートル

までごと

に1台 

5,000平方メ

ートルを超

え、10,000
平方メート

ル以下の部

分 

延べ面積が

5,000平方メ

ートルを超

える部分の

面積につい

て 

300平方

メートル

までごと

に1台 

10,000平方

メートルを

超える部分 

延べ面積が1
0,000平方メ

ートルを超

える部分の

面積につい

て 

350平方

メートル

までごと

に1台 

    商業

系用

途 

1,500平方メ

ートルを超

え、5,000平
方メートル

以下の部分 

延べ面積が

1,500平方メ

ートルを超

える部分の

面積につい

て 

200平方

メートル

までごと

に1台 

5,000平方メ

ートルを超

え、10,000
平方メート

ル以下の部

分 

延べ面積が

5,000平方メ

ートルを超

える部分の

面積につい

て 

250平方

メートル

までごと

に1台 

   10,000平方

メートルを

超える部分 

延べ面積が1
0,000平方メ

ートルを超

える部分の

面積につい

て  

300平方

メートル

までごと

に1台 
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備考 (1)の項に規定する部分及び(2)の項に掲げ

る部分は、駐車施設の用途に供する部分を

除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部

分を含むものとする。 

備考 

 1 この表による駐車施設の規模は、特定部分の

延べ面積のそれぞれの区分ごとに算定した台

数の合計とする。 
 2 この表において、「業務系用途」とは特定用

途のうち事務所、病院、卸売市場、倉庫及び

工場をいい、「商業系用途」とは業務系用途

以外の特定用途をいう。 
 3 この表の「特定部分の延べ面積」には、駐車

施設の用途に供する部分の面積は算入しな

い。 
 4 業務系用途に供する部分及び商業系用途に供

する部分を有する建築物(以下「混合用途建築

物」という。)は、その全部(特定用途以外の用

途に供する部分を除く。以下同じ。)を商業系

用途に供する建築物とみなす。この場合にお

いては、業務系用途に供する部分の面積に3分
の2を乗じて得た面積と商業系用途に供する部

分の面積との合計をその建築物の特定部分の

延べ面積とする。 
 5 前項の規定にかかわらず、混合用途建築物に

ついてその全部を業務系用途に供する建築物

とみなして算定した駐車施設の規模が同項の

規定を適用して算定した規模を超える場合

は、その建築物の全部を業務系用途に供する

建築物とみなす。 
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別表第2(第4条の2関係)  
(1) 2,000平方メートル 2,000平

方メート

ルかつ50
戸 

 (2) 百貨

店そ

の他

の店

舗の

用途

に供

する

部分 

事務

所の

用途

に供

する

部分 

倉庫

の用

途に

供す

る部

分 

特定

用途

(百貨

店そ

の他

の店

舗、

事務

所、

倉庫

及び

共同

住宅

を除

く。)
に供

する

部分 

共同住

宅の用

途に供

する部

分 

 (3) 3,000
平方

メー

トル 

5,000
平方

メー

トル 

1,500
平方

メー

トル 

4,000
平方

メー

トル 

100 戸 

(4)     6,000平方メートル―延べ面積 
1 ―  
     2×延べ面積 

 

 

備考 (2)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途

に供する部分を除き、観覧場にあっては、

屋外観覧席の部分を含むものとする。 

 

別表第3(第4条の3関係)  
(1) 百貨店その他の店

舗の用途に供する

部分 

特定用途(百貨店そ

の他の店舗及び共同

住宅を除く。)に供

する部分 
(2) 3,000平方メートル 8,000平方メートル 
(3)     6,000平方メートル―延べ面積 

1 ―  
      2×延べ面積 
 

 

 

備考 (1)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途

に供する部分を除き、観覧場にあっては、

屋外観覧席の部分を含むものとする。 

 

  
 


